
ＳＮＳ活用魅力情報発信業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

ＳＮＳ活用魅力情報発信業務 

 

２ 委託期間 

  契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務目的 

定期的に本県の魅力を紹介する動画を制作し、ＳＮＳ等を活用して効果的に発信することに

より、紙や電波等の既存広報媒体では情報が届きにくい県内外の方に宮崎の魅力（食、観光、

文化、物産、スポーツなど）を知ってもらい、本県の認知度・魅力度の向上を図る。 

 

４ 委託業務の概要 

 （１）業務実施計画の策定 

受託事業者は、本業務を遂行するにあたり、コンセプト、事業スケジュール、実施体制

等について、業務実施計画書を策定し、県の承認を得ること。 

 

（２）動画の制作 

① 制作する動画の内容や配信週については、県と受託事業者の双方が提案を行い、両者協

議の上決定する。 

② 「宮崎県の魅力」を発信する動画と、その動画のダイジェスト版（縦型、横型）を制作

すること。 

③ 動画の尺は５分～１５分程度とし、ダイジェスト版は１５秒～１分程度とする。ただし、

テーマや演出上の理由がある場合はこの限りではない。 

④ 動画は、年間４６本～４８本（原則として毎月３本～４本）程度を制作すること。 

⑤ 効果的な情報発信とするため、４パターン程度の異なる切り口からバラエティ要素のあ

る動画を企画し、毎月それぞれの切り口により本県の魅力を安定して発信すること。 

 

（３）動画の効果的な発信 

① 動画は、県公式 YouTubeチャンネル（みやざきひなたｃｈ）とショート動画(TikTok等)

に掲載し、配信週の金曜１８時に配信すること。 

② 動画配信にあたっては、県公式 LINEアカウントを活用し、友だち登録をされたユーザー

に対しプッシュ型通知を行うこと。 

③ 県公式 LINEアカウントの友だち数や県公式 YouTubeチャンネル登録者数、動画の視聴回

数など、県と協議の上で具体的な数値目標を設定すること。 

④ 動画配信に係る調査・分析を、年間を通して行うこと。 

⑤ ④の結果をもとに、企画の内容、動画の内容、発信の方法等について、年間を通して改

善を図ること。 



５ 業務成果の報告及び納品等 

（１）月の作業報告を成果報告書として取りまとめて、翌月１０日までに県に提出すること。 

（２）制作した動画は、制作した月の翌月１０日までに成果品として県に納品すること。納品の

方法は、県と受託事業者が協議の上決定する。 

 

６ 業務成果の帰属等 

（１）本業務により制作された動画、動画内映像素材等の成果物の所有権、著作権及びその他の

権利は、県に帰属するものとし、県はウェブサイト等に随時使用、複製できるものとする。 

（２）本業務に使用する映像、イラスト、写真等について、第三者が権利を有するものを使用す

る場合、第三者との間で発生する著作権その他知的財産権に関する手続きや使用料等の負担

と責任は全て受託事業者等が負うこと。 

（３）著作権については、契約書第１６条（著作権）の規定もあわせて確認すること。 

 

７ 留意事項 

（１）受託事業者は、委託業務を総括する責任者（以下「責任者」という。）を置き、県と常時

連絡が取れる体制とすること。 

（２）責任者は、県と十分な意思疎通を図ることができる者とし、委託期間を通じて、県と緊密

な連携・調整を図るとともに、受託事業者の業務遂行管理を行うこと。 

（３）受託事業者は、責任者を変更する際には、県の承認を受けること。 

（４）４（３）①及び②の作業にあたって、県が運用する県公式の YouTube、TikTok、LINEのア

カウントの ID及びパスワードは、県から受託事業者に貸与する。 

（５）契約金額には、取材及び動画制作等の業務に係る必要な経費の一切を含むものとする。 

（６）業務内容の詳細については、企画提案協議により委託事業者が決定した後、県との協議に

より変更することがある。 

（７）受託事業者は、委託業務の履行に当たって、契約書及び本仕様書に疑義が生じたときは、

速やかに県と協議を行うこと。 

（８）委託業務の実施に当たっては、関係法令等を遵守すること。 

（９）委託業務に関して知り得た業務上の秘密は、契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはな

らない。特に、委託業務により知り得た個人情報について、委託業務以外の目的で使用し、

又は第三者に漏らしてはならず、善良なる管理者の注意をもって取り扱うこと。 

（10）受託事業者は、本業務の全部又は主体的部分(総合的な企画及び業務遂行管理)を第三者に

委任し、又は請け負わせること（以下「再委託」という。)はできない。 

また、本業務の一部を再委託してはならないが、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名

及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を県に提出し、県の

承認を得た場合は、県が承認した範囲の業務を第三者（以下「承認を得た第三者」という。)

に再委託することができる。 

なお、再委託する場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、受託

事業者は県に対し全ての責任を負うものとする。 


